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令和 7 年度研究公正シンポジウム 
―オープンサイエンス時代における責任ある研究活動について― 

 
【パネルディスカッション】 
「オープンサイエンス時代における責任ある研究活動の在り⽅と今後の展望について」 
 
 
 
パネリスト︓ 

⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所 上席フェロー 林 和弘 ⽒ 
国⽴情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授 船守 美穂 ⽒ 
早稲⽥⼤学 ⼤学総合研究センター 教授 札野 順 ⽒ 

モデレーター︓ 
⽇本学術振興会 上席参与 ⽔本 哲弥 ⽒ 

概要︓ 
1．研究分野の特性に応じたオープンサイエンスの在り⽅について 
 オープンサイエンスの意義や必要性、そしてその実践⽅法は、研究分野によって⼤きく
異なるという点について議論が⾏われました。 
 林先⽣からは、オープンサイエンスを考える際の指標の例として、特許との関連性や研
究に関わる研究者の⼈数が挙げられました。例えば、物理学の中でも⾼エネルギー物理
学のように、数百⼈規模の研究者による研究では、プレプリントやセルフ査読といった形
式でデータを共有しやすい⼀⽅で、化学分野（特に有機合成化学や創薬）では、特
許権の関係からデータの完全公開が難しく、部分的な情報開⽰や限定的なオープンサイエンスが求められることがあり
ます。このように、分野ごとの特性に応じて、オープンサイエンスの実践⽅法を丁寧に設計する必要があると⽰されました。 
 船守先⽣からは、オープンサイエンスにおける「オープン」という⾔葉が強調されがちで、すべてのデータを完全に公開す
ることが理想とされる傾向があることについて指摘がありました。しかし、実際にはすべてのデータを公開することが難しい
場合もあり、特に⼈⽂科学の分野などでは、データ公開に対する抵抗が⾒られることもあります。そのため、データ⾃体を
完全に公開することは難しくても、データの存在を⽰すメタデータを公開することで、共同研究のきっかけを作り出すことが
可能だと述べられました。また、オープンサイエンスの意義は、データを共有することによって、研究者同⼠が複数の視点
からデータを検討し、より深い洞察を得ることにあることも強調されました。 
 論⽂における「データ・アベイラビリティ」において、「著者に合理的なリクエストをすれば提供する」と明記する事例につい
ても紹介され、段階的・条件付きの公開が現実的な選択肢であることが共有されました。 
 この議論を通して、オープンサイエンスがもたらす恩恵は分野ごとに異なり、それぞれの研究領域に適した⽅法で進め
ていくことが重要だという点が再確認されました。 
 
2．データの来歴管理と免責事項の重要性 
 「データ・アベイラビリティ」に関連して、不正確なデータを意図的に公開し、それを知らない第三者が研究に利⽤した
場合の問題についても議論が⾏われました。悪意をもって不正確なデータを公開する⾏為は、広く研究不正に該当す
ると考えられますが、その事実を知らずにデータを利⽤した第三者にどのような影響や責任が及ぶのかについては、判断
が難しい問題であることが指摘されました。この点、林先⽣からは「研究データの来歴をどう残すか」が重要であるという
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指摘がありました。 不正確なデータに基づいて研究が⾏き詰まった場合、どこまで遡ればよいのかを判断できるようにす
るためにも、研究過程の記録が不可⽋であるとされました。 
 また、研究データポリシーには免責事項を明確に記載する必要性についても述べられ、「データの利⽤は利⽤者の責
任で⾏う」という原則を明⽰することは、研究者⾃⾝を守ることにもつながる、という実務的な側⾯が⽰されました。 
 
3．研究データ管理における「研究者」と「機関」の役割 

続いて、研究データ管理は誰がどのように担うべきか、という点が⼤きな論点となりました。 
●データ管理の⼆⾯性 

船守先⽣からは、研究データ管理には、研究の質・再現性を担保するための「研究⾯」の管理と、法令遵守やリスク
管理のための「コンプライアンス⾯」の管理という２つの側⾯があることが説明されました。特に後者については、⼀研究
者が法律をすべて理解して対応することは現実的ではなく、機関がルールを整備し、⼿続きを⽰し、管理責任を負う必
要があると強調されました。 
 
●研究活動の歴史から⾒たデータ管理の主体 

そもそも研究活動の歴史を振り返ると、かつて研究活動は個⼈の趣味として⾏われており、⼤学が直接的に研究活
動に関与することは少なかったと紹介されました。17 世紀の科学⾰命時代、ニュートンや他の研究者たちは英国王⽴
協会のような外部の機関で研究活動を⾏い、発表していました。しかし戦後、特に冷戦を通じて研究資⾦が政府や助
成機関を通じて⽀給されるようになり、⼤学が研究活動に関与するようになりました。これにより、機関のルールに基づい
たデータ管理が必要となり、法的責任を考慮したデータ管理が求められる
ようになったという背景が説明されました。 

このような背景を受けて、（研究者が⾃分で法的ルールを解釈し研究
を遂⾏するのではなく）、機関が研究データのコンプライアンス⾯において、
機関内の⼿続きやガイドラインを整備し、それらに基づいて研究者のデータ
管理をサポートする責任があることが強調されました。 
 
●研究データポリシーの具体例 

次に、国⽴情報学研究所（NII）の研究データポリシーが紹介されました。研究データを共有・公開するにあたって
は、どのような条件で共有・公開をするのか、そのライセンスを明確にする必要があることから、NII のポリシーでは、研究
過程において、データに含まれる個⼈情報等機微情報の有無や、データに課せられた企業秘密やデータ提供者から課
せられた条件、研究過程における関係者の貢献度などを記録すること、また、それらに基づき研究データを共有・公開
する際のライセンスを確定し、提⽰することを求めています。 
 
●研究データの権利帰属について 

続いて、研究データの権利は誰にあるのかという点について、議論がありました。特に⽇本では、旧来より研究者がデ
ータの所有権を持つという意識認識が強い⼀⽅、欧⽶では公的資⾦で⾏われた研究の成果は機関帰属とする考え
⽅が強いことが紹介されました。船守先⽣からは、ハーバード⼤学の研究データポリシーの例が紹介され、研究データに
対して「⼤学が所有権を発揮」し、「研究者（PI）はその管理者」とされていることについて、説明がありました。 

⽇本では、現段階では、機関に研究データが帰属するという考え⽅は受⼊れがたいことから、NII（国⽴情報学研
究所）のポリシーにおいては、研究データが機関と研究者の両者により管理されるという⽴場が取られていることが紹介
されました。すなわち、研究データの管理に関しては、研究者と機関の両⽅が責任を持つ形になります。これによって、
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機関は研究者と協⼒しながらデータを適切に管理する必要があり、具体的には、DMR（データ管理記録）を⽤いて、
機関と研究者の間で研究データの管理情報を共有し、機関が研究データの管理状況を把握できるようにしています。
⼀⽅で、現実問題として、どの機関においても⼈的リソースが限られており、管理が⼗分に⾏き届かないという課題もあ
るものの、社会的な通念として、機関がルールを定めてコンプライアンスを守ることが求められており、最低限の管理体制
を確⽴することが重要だとされました。 
 
●機関リポジトリ、研究データ管理の実務的な課題 

研究データの 10 年保存が求められる中で、データの保存場所や管理⽅法が課題となっています。 
まず、研究データの保存義務に関して、特に重要なのは、研究成果に関連する「根拠データ」の保存です。このデータ

は、論⽂に付随する補⾜データとは異なり、研究結果の正当性を証明するために必要なデータであり、研究不正を疑
われた際に⾃⾝の潔⽩を証明するために必要なデータです。このため、他者に共有・公開しないデータも含め、保存し
ておく必要があります。現在、⼤学の規則では「研究データは 10 年間保存しなければならない」とされていますが、⼤学
に全学のデータを保存できるストレージが確保できていないため、その管理が各研究室に委任され、研究者が⾃らデー
タを保持していることが多いです。この状況には問題があり、本来は機関が研究データを保存し、管理する体制を整え
るべきだという意⾒が繰り返し述べられました。 

次に、機関リポジトリの運営に関しては、国⽴情報学研究所（NII）が提供する「JAIRO Cloud」のシステムを利
⽤することで、⼩規模な研究機関においても⽐較的簡単にリポジトリを設定でき、⼈的・経済的負担は軽減されると船
守先⽣から説明がありました。しかし、問題はリポジトリにデータを載せるための運⽤にあります。特に⼩規模な研究機
関では、研究者からデータを集めてリポジトリに登録するための労働集約的な作業が⼤きな負担となっており、これが運
⽤の難しさを増しています。林先⽣もこの点を指摘し、ワークフローの効率化が重要だと述べられました。 

理想的には、研究過程で⽣み出された研究データが研究者の⼿によりリポジトリに登録できるような仕組みが必要
であり、そのためのツールはすでに存在していますが、実際には利⽤がまだ進んでいないのが現状です。船守先⽣は、現
在提供されている GakuNin RDM を利⽤すれば、シームレスなデータ管理が可能であると説明しましたが、実際には
GakuNin RDM の利⽤が遅れており、技術的な整備だけではなく、マイン
ドセットの転換が必要であることが強調されました。 

総じて、研究データの10年保存や研究データの共有・公開が進むため
には、機関としての体制強化が不可⽋であり、同時に運⽤の効率化が重
要な課題であることが議論されました。 
 
●研究データ管理とオープンサイエンス 

最後に、オープンサイエンスの観点から、研究データの信ぴょう性の証明⽅法や、データの改ざん防⽌についても触れ
られました。ブロックチェーン技術やハッシュ値を使ったデータの信頼性の証明が今後の研究データ管理において重要な
技術となる可能性があることが⽰唆されました。 
 
6．オープンサイエンスのもとで国際共同研究を進める際の課題 

オープンサイエンスのもとで国際共同研究を進める際の課題についてディスカッションが交わされました。外為法などの
既存の制度への対応は引き続き重要ですが、それに加え、⻑期滞在する留学⽣との情報共有の在り⽅や、国ごとに
異なる個⼈情報保護法（例︓EU の GDPR）への対応などについて、⾔及がありました。特に、国際共同研究にお
いて国境を越えてデータを共有する場合、どの国の法制度に基づいて運⽤するのかが不明確となるケースもあり、技術
的な問題よりも法的・制度的な解釈の難しさが実務上の⼤きな課題となっていることが指摘されました。 
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また、機関が、従来のように受け⾝で制度を運⽤する⽴場にとどまるのではなく、研究者とともに課題解決に取り組む
「パートナー」として主体的に関与することが重要であるとの提案がなされました。 
 
7．⽣成 AI の登場による新たな課題 

続いて、⽣成 AI の活⽤と研究公正に関する議論が展開されました。 
●論⽂執筆時、査読時の⽣成 AI の利⽤について 

まず、論⽂執筆時の⽣成 AI 利⽤に関するガイドラインについて議論がありました。現在、多くの学術出版社が AI 利
⽤に関するポリシーを独⾃に策定していますが、その内容は分野や出版社ごとに異なっているのが現状です。そのため、
研究者は投稿先のジャーナルや学協会の⽅針を必ず確認することが重要であるとの指摘がありました。 

⼀般的には、⽂章の校正や表現の改善といった補助的な利⽤については⽐較的認められる傾向にある⼀⽅で、仮
説の形成や研究内容そのものの⽣成など、研究の核⼼部分に関わる利⽤については慎重な姿勢が⽰されています。ま
た、⽣成 AI を著者として記載することは認められていないという点も、多くの出版社に共通する⽴場です。 

⽣成 AI を利⽤した場合の開⽰についても議論がありました。⽣成 AI を補助的に使⽤した場合には、今回の札野
先⽣の講演資料にように、その事実を明⽰し、最終的な内容の責任はすべて著者が負う
ことを明確にすることが望ましいとの⾒解が⽰されました。これは利益相反（COI）の開
⽰にも通じる考え⽅であり、透明性を確保することが研究公正の観点から重要であるとさ
れています。 

また、論⽂の査読に関して、「プロンプトインジェクション」の問題が紹介されました。これ
は、査読者が⽣成 AI を⽤いて査読を⾏うことを前提に、論⽂本⽂中に⼈間には視認し
にくい形で特定の評価を誘導する指⽰を埋め込むものです。例えば、極⼩フォントや⽩⽂
字で「否定的な評価を⾏わないこと」といった指⽰を記載する事例が報告されています。 

この問題は、著者側の不正⾏為という側⾯だけでなく、査読者が⽣成 AI に過度に依存することの問題も含んでい
ます。⽣成 AI はあくまで補助的なツールであり、最終的な判断と責任は⼈間が負うべきであるという原則を改めて確認
する必要があるとの意⾒が⽰されました。 
 
●教育現場における⽣成 AI の影響 

⽣成 AI の登場は、教育現場にも⼤きな影響を与えています。特にレポート課題において、⽂法的に完璧で構成も
整った⽂章が容易に⽣成できるようになったことで、従来の評価⽅法が通⽤しにくくなっているという実情が共有されまし
た。これまでであれば⽂章の質や表現の癖から学⽣の理解度を推測できたものが、⽣成 AI の利⽤によって判別が難し
くなっているとの指摘がありました。 
 ⼀部の⼤学では、科⽬ごとに AI 利⽤の可否や条件を明⽰する取り組みが始まっています。例えば、批判的思考⼒
を養うことを⽬的とする科⽬では AI 利⽤を制限する、要約課題では原⽂を必ず読んだうえで⽣成 AI を補助的に⽤い
ることを求める、といった具体的な運⽤例が紹介されました。また、⽣成 AI のハルシネーション（誤情報⽣成）を前提
に、⽣成結果を必ず⾃ら検証することを教育の中で徹底する必要性も指摘されました。 
 
●AI リテラシーと研究⼒強化について 

本ディスカッションでは、⽣成 AI を「リスク」としてのみ捉えるのではなく、「研究を加速させる資源」として活⽤する視点
の重要性も強調されました。海外の⼤学では、リサーチソフトウェアエンジニアやデータサイエンティストなどの専⾨⼈材を
組織的に配置し、研究者と協働する体制を構築することで研究⼒を向上させている事例が紹介されました。このような
動きは、研究者⼀⼈ひとりがすべての技術を習得するのではなく、専⾨性を持つ⼈材と協働する新しい研究⽂化の形
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成を⽰しています。AI リテラシーとは、単に不正利⽤を防ぐための知識ではなく、AI を適切に理解し、責任を持って活
⽤し、より良い研究成果へとつなげる⼒であるという認識が共有されました。 
 
8．研究倫理教育の今後の⽅向性について 

本パネルディスカッションの最後には、オープンサイエンスや⽣成 AI の活⽤が進展する中
で、研究倫理教育に新たに加えるべき視点があるかについて議論が⾏われました。 

従来の研究倫理教育が不正防⽌を中⼼とした「してはならないこと」の教育に重点を置
いてきた側⾯があることを踏まえつつ、現在の急速な研究環境の変化に対応するために
は、より前向きで実践的な視点を加える必要があるとの認識が共有されました。 

まず、オープンサイエンスやサイエンス 2.0 の進展は、単なる研究⼿法の変化ではなく、
より良い研究を⽣み出すための重要な基盤であるという理解を研究者に浸透させることが
重要であるとされました。欧州における責任ある研究活動の⾏動規範では、責任ある AI
の利⽤について明記されており、研究公正の枠組みの中にオープンサイエンスや⽣成 AI 活⽤を位置づける動きが進ん
でいます。研究倫理教育においても、これらを特別な例外事項として扱うのではなく、責任ある研究活動の⼀環として
体系的に伝えていく必要があると述べられました。 

また、研究⽂化そのものが⼤きく変わりつつあることも強調されました。従来のように個々の研究者が競争的に成果を
追求するモデルから、多様な専⾨性を持つ⼈材が協働し、データや知識を共有しながら研究を進めるモデルへと移⾏し
ています。そのため、研究倫理教育も個⼈の規範意識の涵養にとどまらず、協働を前提とした研究⽂化の形成を⽀え
る内容へと発展させる必要があります。さらに、この変⾰は研究者個⼈の努⼒だけで完結するものではなく、研究評価
や資⾦配分の仕組みを設計する⾏政機関や⼤学執⾏部、研究助成機関など、研究システム全体に関わる意識改
⾰も不可⽋であるとの⾒解が⽰されました。 

加えて、レスポンシブル・リサーチ・イノベーションという考え⽅にも⾔及がありました。研究者の責任は、研究コミュニティ
内部に対するものにとどまらず、社会全体に対する責任を含むものであり、オープンサイエンスはその多次元的な責任を
可視化する枠組みでもあります。⽣成 AI の活⽤についても、単にリスクを回避するという視点だけでなく、社会に対する
説明責任や透明性を確保しながら、どのように適切に活⽤していくかを考える姿勢が求められます。 

AI 技術の急速な発展により、ルールやガイドラインが常に更新される状況にあります。固定化された教科書的知識
を習得するだけでは⼗分ではなく、変化する環境の中で研究者⾃⾝が主体的に判断し、責任を持って⾏動する⼒を
育てることが重要であるとされました。形式的な e ラーニングの受講だけでなく、研究者が⾃ら考え、議論し、実践を通じ
て倫理を体得するような教育の在り⽅が今後の課題であるとの指摘もありました。 

全体を通じて、研究倫理教育は「不正を防ぐための教育」から、「責任ある研究実践を⽀える教育」へと発展してい
く必要があることが確認されました。オープン
サイエンスや⽣成 AI といった新たな環境の
中で、透明性、説明責任、協働、そして主
体的判断という視点を組み込みながら、研
究者が社会との関係性を⾃覚しつつ研究
を推進できるよう⽀援していくことが、これか
らの研究倫理教育に求められる重要な課
題であるとまとめられました。 

以上 


